
徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
徳
島
県
条
例
第
三

十
二
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
の
額
の
変

更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
設
の
利
用
料
金
の
額

利

用

料

金

の

額

区

分

午

前

午

後

夜

間

午
前
九
時
か
ら

午
後
一
時
か
ら

午
後
六
時
か
ら

正
午
ま
で

午
後
五
時
ま
で

午
後
九
時
ま
で

一
〇
一
会
議
室

一
、
六
七
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

二
、
〇
七
〇
円

一
〇
二
会
議
室
（
和
室
）

一
、
五
六
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

一
、
六
九
〇
円

二
〇
一
会
議
室

九
三
〇
円

一
、
四
五
〇
円

一
、
二
一
〇
円

二
〇
二
会
議
室

九
三
〇
円

一
、
三
五
〇
円

一
、
一
二
〇
円

二
〇
三
会
議
室

一
、
四
五
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

一
、
七
八
〇
円

二
〇
四
会
議
室
（
和
室
）

一
、
三
五
〇
円

一
、
六
七
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

二
〇
五
会
議
室
（
和
室
）

一
、
三
五
〇
円

一
、
六
七
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

三
〇
一
会
議
室

一
、
九
八
〇
円

二
、
八
二
〇
円

二
、
四
三
〇
円

四
〇
一
会
議
室

五
、
〇
二
〇
円

六
、
七
〇
〇
円

五
、
四
六
〇
円

四
〇
二
会
議
室

一
、
四
五
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

一
、
七
八
〇
円

五
〇
一
会
議
室
（
和
室
）

一
、
七
七
〇
円

二
、
三
〇
〇
円

一
、
八
七
〇
円

視
聴
覚
室

三
、
一
三
〇
円

四
、
四
〇
〇
円

三
、
五
七
〇
円

ホ
ー
ル

一
四
、
七
六
〇
円

一
九
、
六
八
〇
円

一
六
、
二
〇
〇
円

備
考１

午
前
か
ら
午
後
ま
で
、
午
後
か
ら
夜
間
ま
で
又
は
午
前
か
ら
夜
間
ま
で
引
き
続
き
利
用
す
る
場

合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
区
分
に
応
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
額
を
加
え
て
得
た

額
と
す
る
。

２

営
利
又
は
営
業
の
た
め
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
区
分
に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額
又

は
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
五
百
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

二

用
具
の
利
用
料
金
の
額



利

用

料

金

の

額

区

分

単

位

午

前

午

後

夜

間

午
前
九
時

午
後
一
時

午
後
六
時

か
ら
正
午

か
ら
午
後

か
ら
午
後

ま
で

五
時
ま
で

九
時
ま
で

映
写
機
（
一
六
ミ
リ
）

一
台

一
、
八
八
〇
円

一
、
八
八
〇
円

九
四
〇
円

映
写
機
（
八
ミ
リ
）

一
台

七
三
〇
円

七
三
〇
円

三
六
〇
円

ス
ラ
イ
ド
映
写
機

一
台

七
三
〇
円

七
三
〇
円

三
六
〇
円

マ
イ
ク

一
本

五
一
〇
円

五
一
〇
円

二
五
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク

一
本

一
、
三
五
〇
円

一
、
三
五
〇
円

六
七
〇
円

ビ
デ
オ
再
生
装
置

一
台

二
、
〇
八
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

一
、
〇
四
〇
円

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ

一
台

六
二
〇
円

六
二
〇
円

三
一
〇
円

ジ
ェ
ク
タ
ー

実
物
投
影
機

一
台

一
、
四
五
〇
円

一
、
四
五
〇
円

七
二
〇
円

備
考

営
利
又
は
営
業
の
た
め
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
区
分
に
応
じ
た
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
五
百

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

三

適
用
開
始
年
月
日

令
和
元
年
十
月
一
日


